
国民健康保険　令和５年４月からの変更について

町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ 町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ

７割

5割

2割

後期高齢者医療保険料　所得要件

※1　特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した方で後期高齢者医療の被保
険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

※2　給与所得者等とは、一定の給与所得や公的年金等の所得がある方をいいます。

※3　軽減の基準となる「10万円×（給与所得者等の数―１）は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が
2人以上いる場合に計算します。

同一世帯内の「被保険者・世帯主」の
総所得金額等の合計額

国民健康保険税 所得要件

同一世帯内の「被保険者・世帯主・
特定同一世帯所属者※１」の総所得金額等の合計額

基礎控除額(43万円)＋10万円
×(給与所得者等※２の数－１)以下※3

基礎控除額(43万円)＋29万円×(被保険者数
および特定同一世帯所属者の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数－１)以下

基礎控除額(43万円)＋53.5万円×(被保険者数
および特定同一世帯所属者の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数－１)以下

基礎控除額(43万円)＋10万円
×(給与所得者等の数－１)以下

基礎控除額(43万円)＋29万円
×(被保険者数)+10万円
×(給与所得者等の数－１)以下

基礎控除額(43万円)＋53.5万円
×(被保険者数)+10万円
×(給与所得者等の数－１)以下

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

　 　　軽減措置の所得要件変更について  （令和5年４月～）

令和４年中の所得が下記の基準を下回る方については、

「均等割額」が軽減されます。

なお、65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等か

ら年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定

されます。

出産育児一時金支給額の引き上げ

国民健康保険税の賦課限度額の改定

（現行）

出産育児一時金　４０万８千円

加　　算　　額 １万２千円

（改正後）令和５年４月～

出産育児一時金　 ４８万８千円

加　　算　　額      １万２千円

国は、子ども・子育て支援の一環として出
産費用の負担軽減を図る目的で、令和５年
４月より出産育児一時金の支給額を引き
上げます。

令和５年４月から国の基準に合わせて保険

税の賦課限度額を改定します。

後期高齢者支援分を２万円引き上げます。

これにより、中間所得者の負担軽減を図り

ます。

均等割額
被保険者が
均等に負担する

所得割額
被保険者の前年の
所得に応じて負担する
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後期高齢者医療保険料

「均等割額」軽減措置

令和４年中の所得が下記の基準を下回る世帯について

は、「平等割額」と「均等割額」が軽減されます。

平等割額
国保加入世帯が
平等に負担する

所得割額
被保険者の前年の
所得に応じて負担する

＋

国民健康保険税

「均等割額」・「平等割額」の軽減措置

均等割額
被保険者の人数に応じて
均等に負担する

合計

国民健康保険税

共通（国民健康保険・後期高齢者医療保険）
▶軽減判定は4月1日（4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日）の世帯状況で行います。

▶所得未申告の方は、軽減が適用されませんので必ず申告をお済ませください。

軽
減
割
合

（現行）

医療分　　　　　　６５万円

後期支援分　　　　20万円

介護納付金分　　　１７万円

全　体　 　　　　１０2万円

（改正後）令和５年４月～

医療分　　　　　　６５万円

後期支援分　　　　２２万円

介護納付金分　　　１７万円

全　体　 　　　　１０４万円
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マイナポイント第2弾の
申請期限は５月末まで

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオ

ンラインで転出の届出が可能となりました。詳しくはデジタ

ル庁ウェブサイトをご覧ください。

※マイナポータルを通じて提出の届出をした後は、別途、転

入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。

転出届は
「マイナポータル」からも可能に

問町民税務課　ＮＴＴ…(32)3081　IP直通…(39)9063

問町民税務課　ＮＴＴ…(32)3081　IP直通…(39)9063

▶臨時窓口でできる手続き

・マイナンバーカードの申請（写真も無料で撮影します。）

・マイナンバーカードの交付・受取りの手続き

・健康保険証の利用申込み、公金受取口座の登録手続き

・マイナポイントの申込み手続き

※これらの手続きは役場開庁時も受け付けています。

休日・・・４月2３日（日） 9時～15時
夜間・・・4月14日（金） 17時15分～19時

マイナンバーカードに関する 休日夜間窓口を開設します

前日までにご予約ください。
（予約がなければ窓口は開設しません。）

お問い合わせ　町民税務課 戸籍住民担当

NTT…℡（３２）３０８１ IP…℡（３９）９０６１

２月末までにカードの申請をした方

が対象です。ポイント申請がお済

みでない方はお早めに！

カードの申請も引き続き受付中

吉野町の申請率・・・81.8％（２月末）
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国民健康保険　令和５年４月からの変更について

町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ 町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ

７割
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後期高齢者医療保険料　所得要件

※1　特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した方で後期高齢者医療の被保
険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

※2　給与所得者等とは、一定の給与所得や公的年金等の所得がある方をいいます。

※3　軽減の基準となる「10万円×（給与所得者等の数―１）は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が
2人以上いる場合に計算します。

同一世帯内の「被保険者・世帯主」の
総所得金額等の合計額

国民健康保険税 所得要件

同一世帯内の「被保険者・世帯主・
特定同一世帯所属者※１」の総所得金額等の合計額

基礎控除額(43万円)＋10万円
×(給与所得者等※２の数－１)以下※3

基礎控除額(43万円)＋29万円×(被保険者数
および特定同一世帯所属者の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数－１)以下

基礎控除額(43万円)＋53.5万円×(被保険者数
および特定同一世帯所属者の合計数)
+10万円×(給与所得者等の数－１)以下

基礎控除額(43万円)＋10万円
×(給与所得者等の数－１)以下

基礎控除額(43万円)＋29万円
×(被保険者数)+10万円
×(給与所得者等の数－１)以下

基礎控除額(43万円)＋53.5万円
×(被保険者数)+10万円
×(給与所得者等の数－１)以下

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

　 　　軽減措置の所得要件変更について  （令和5年４月～）

令和４年中の所得が下記の基準を下回る方については、

「均等割額」が軽減されます。

なお、65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等か

ら年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定

されます。

出産育児一時金支給額の引き上げ

国民健康保険税の賦課限度額の改定

（現行）

出産育児一時金　４０万８千円

加　　算　　額 １万２千円

（改正後）令和５年４月～

出産育児一時金　 ４８万８千円

加　　算　　額      １万２千円

国は、子ども・子育て支援の一環として出
産費用の負担軽減を図る目的で、令和５年
４月より出産育児一時金の支給額を引き
上げます。

令和５年４月から国の基準に合わせて保険

税の賦課限度額を改定します。

後期高齢者支援分を２万円引き上げます。

これにより、中間所得者の負担軽減を図り

ます。

均等割額
被保険者が
均等に負担する

所得割額
被保険者の前年の
所得に応じて負担する

後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料

合
計＋

後期高齢者医療保険料

「均等割額」軽減措置

令和４年中の所得が下記の基準を下回る世帯について

は、「平等割額」と「均等割額」が軽減されます。

平等割額
国保加入世帯が
平等に負担する

所得割額
被保険者の前年の
所得に応じて負担する

＋

国民健康保険税

「均等割額」・「平等割額」の軽減措置

均等割額
被保険者の人数に応じて
均等に負担する

合計

国民健康保険税

共通（国民健康保険・後期高齢者医療保険）
▶軽減判定は4月1日（4月2日以降に新たに加入した場合は加入した日）の世帯状況で行います。

▶所得未申告の方は、軽減が適用されませんので必ず申告をお済ませください。

軽
減
割
合

（現行）

医療分　　　　　　６５万円

後期支援分　　　　20万円

介護納付金分　　　１７万円

全　体　 　　　　１０2万円

（改正後）令和５年４月～

医療分　　　　　　６５万円

後期支援分　　　　２２万円

介護納付金分　　　１７万円

全　体　 　　　　１０４万円
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マイナポイント第2弾の
申請期限は５月末まで

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオ

ンラインで転出の届出が可能となりました。詳しくはデジタ

ル庁ウェブサイトをご覧ください。

※マイナポータルを通じて提出の届出をした後は、別途、転

入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。

転出届は
「マイナポータル」からも可能に

問町民税務課　ＮＴＴ…(32)3081　IP直通…(39)9063

問町民税務課　ＮＴＴ…(32)3081　IP直通…(39)9063

▶臨時窓口でできる手続き

・マイナンバーカードの申請（写真も無料で撮影します。）

・マイナンバーカードの交付・受取りの手続き

・健康保険証の利用申込み、公金受取口座の登録手続き

・マイナポイントの申込み手続き

※これらの手続きは役場開庁時も受け付けています。

休日・・・４月2３日（日） 9時～15時
夜間・・・4月14日（金） 17時15分～19時

マイナンバーカードに関する 休日夜間窓口を開設します

前日までにご予約ください。
（予約がなければ窓口は開設しません。）

お問い合わせ　町民税務課 戸籍住民担当

NTT…℡（３２）３０８１ IP…℡（３９）９０６１

２月末までにカードの申請をした方

が対象です。ポイント申請がお済

みでない方はお早めに！

カードの申請も引き続き受付中

吉野町の申請率・・・81.8％（２月末）
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生涯学習情報
申問     教育委員会事務局 生涯学習課 　TEL（３２）5268　FAX（３２）５６８９

〒６３９－３１１１  吉野町上市133　e-mail：syakai_e@town.yoshino.lg.jp

※内容に変更等があれば、文字ニュースもしくは次号の生涯学習情報でお知らせします。
　　 　※ご不明な点や申し込みについては、上記までご連絡ください。

二十歳の記念に桜の苗木を植樹

３月５日、吉野運動公園に、令和５年二十歳の集い実行委員４名が集

まり、二十歳を記念して桜の苗木の植樹をしました。成長した桜の木

の下に同期生が集まる光景を思い浮かべながら作業が進み、最後

に二十歳の記念プレートも添えられました。今年で12年目となる記

念植樹に用いる桜の苗木は、阪本造園土木 阪本龍一氏（平成24年

実行委員長）より寄贈されたもので、同氏のご協力により、植樹作業

を毎年実施しています。

本に親しむ ひとときを･･･ （4月の開館日）

場　所

4月
開館日

開館時間

備　考

【貸出冊数】１人５冊まで　
【貸出期間】２週間
【貸出対象】町内在住・在勤の方

吉野町中央公民館　５階

４月5日は図書整理日のため、お休みします。

シール帳が新しくなります。新規・更新の方に

プレゼントもあります。

詳しくは、こども園・小学校でお配りする「こど

もライブラリーだより」をご覧ください。

吉野町中央公民館　１階

１２日・１９日・２６日

10時～１２時／１３時～１６時３０分

毎 週 水 曜 日

吉野町中央公民館図書室 りゅうもんぶんこ・こどもライブラリー

５日・１２日・１９日・２６日

１３時～１６時３０分

１日・８日・１５日・２２日・２９日

９時～１２時／１３時～１６時３０分

毎 週 水 曜 日 毎 週 土 曜 日

奈良県知事選挙
奈良県議会議員選挙

投票日 4月9日（日）７：００～２０：００
▼投票できる人（下記の要件を全て満たす方）

【年齢要件等】　平成１7年4月10日以前に生まれた方

【住所要件】

※令和4年１２月31日以後に、奈良県内の他の市町村か
ら転入された方は、前住所地等で投票を行うことにな
ります。

【投票場所】

　町選挙管理委員会からお送りする投票所入場券に記

　載された投票所で投票を行ってください。 

【投票時間】　７時から20時まで 

◆お問い合わせ　町選挙管理委員会　℡（３２）３０８１

投 票 区
第１投票区

第２投票区

第３投票区

第４投票区

第５投票区

第６投票区

第７投票区

第８投票区

第９投票区

第１０投票区

第１１投票区

第１２投票区

第１３投票区

第１４投票区

第１５投票区

第１６投票区

第１７投票区

第１８投票区

第１９投票区

第２０投票区

第２１投票区

第２２投票区

第２３投票区

第２４投票区

第２５投票区

第２６投票区

第２７投票区

投 票 所
吉野町中央公民館ロビー

吉野山ふるさとセンター

桜 本 坊 　 地 蔵 堂

丹 治 公 民 館

よ し の こ ど も 園

左曽交流促進センター

六 田 老 人 憩 の 家

楢 井 老 人 憩 の 家

宮滝河川交流センター

樫 尾 林 業 研 修 会 館

岩 神 神 社 社 務 所

国 栖 中 央 公 民 館

国 栖 公 民 館

南 国 栖 自 治 会 館

南 大 野 八 坂 会 館

入野生活改善センター

柳 児 童 館

香束多目的集会施設

色生生活改善センター

三茶屋生活改善センター

小 名 集 会 所

三 津 ひ ば り 会 館

志 賀 公 民 館

千股生活改善センター

河 原 屋 公 民 館

旧吉野北学童保育所

橋 屋 林 業 研 修 会 館

所在地
上 市

吉野山

吉野山

丹 治

飯 貝

左 曽

六 田

楢 井

宮 滝

樫 尾

矢 治

新 子

国 栖

南国栖

南大野

入 野

柳

香 束

色 生

三茶屋

小 名

三 津

志 賀

千 股

河原屋

平 尾

橋 屋

投票日当日に、仕事、旅行などの理由で投票できない方
は、期日前投票、不在者投票で投票することができます。

▼投票日当日に投票できる方

▼投票日当日に投票できない方

奈良県知事選挙

令和４年１2月22日以
前に住民票が作成さ
れた方または転入届を
し、引き続き３か月以上
吉野町内に住所登録
されている方

奈良県議会議員選挙

令和４年１2月30日以
前に住民票が作成さ
れた方または転入届を
し、引き続き３か月以上
吉野町内に住所登録
されている方

期日前投票

期間：４月8日（土）まで

場所：吉野町中央公民
館 ロビー

時間：８時３０分から20
時まで

不在者投票

不在者投票は郵便を
利用して行うため、投
票に数日要します。詳
細は町選挙管理委員
会までお問い合わせく
ださい。

投票所やポスター掲示場所が
GoogleMapで確認できます。

投票所の地図公開中≫

4月のごみ収集日程

問［分別について］ 吉野三町村クリーンセンター【℡（３２）1275】 「ごみの区別と出し方」⇨

問［収集について］ 美吉野環境ステーション【℡（３９）９１４５】

★4月16日は、家庭系ごみの持ち込みを受け付けします。

★ごみは午前８時までに出してください。

収 集 日
カ ン 類収 集 地 区 名 ペットボトル

上市地区全域・橋屋・左曽・六田
吉野山地区全域・飯貝・丹治

龍門地区全域・中竜門地区全域

国栖地区全域・中荘地区全域

17日（月）
18日（火）
20日（木）

千股のみ17日（月）
21日（金）

24日（月）
25日（火）
27日（木）

千股のみ24日（月）
28日（金）

10日（月）
11日（火）
13日（木）

千股のみ10日（月）
14日（金）

ビ  ン 古  紙
19日（水）
26日（水）

19日（水）

26日（水）

3日（月）
4日（火）
6日（木）

千股のみ3日（月）
7日（金）

粗大ごみ 不燃物
5日（水）
12日（水）

5日（水）

12日（水）

阪本氏（左端）と二十歳の集い実行委員の皆さん




